
協 議 第 4 5 号 関 係 資 料（協議項目２４－１２－②） 

 
 

○簡易水道の給水区域（整備計画） 
（平成 15 年度現在） 

市町村名 
 
項目 

 
伊那市 

 

 
高遠町 

 
長谷村 

給水区域 ・上新山簡易水道 
・下新山簡易水道 
・西の平飲料水供給施設 
・場広飲料水供給施設 
・上奈良尾簡易給水施設 
・横山簡易水道 

(伊那市水道事業から給水が受けら

れるまで) 

・第一簡易水道 
・第二簡易水道 
・下芝平飲料水供給施設 
・黒沢簡易水道 
・荊口飲料水供給施設 
・新田簡易給水施設 
・片倉簡易水道 
・峠簡易給水施設 
・御堂垣外簡易水道 
・辰尾簡易水道 
・晴ヶ峰簡易水道 

非持山簡易水道 
市野瀬簡易水道 
浦簡易水道 
長谷村簡易水道 

認可計画 
 

別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 

 
簡易水道の概要 

別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 

 

 



協 議 第 4 5 号 関 係 資 料（２４－１２－②） 

 
○簡易水道の認可計画 

 
市町村名 

 
項目 

 
伊那市 

 

 
高遠町 

 
長谷村 

創設認可年月日 横山地区   昭和５４年５月８日 
新山地区   平成元年６月３０日 

第一簡易水道     昭和４９年８月２日 
第二簡易水道   昭和４９年１２月１２日 
黒沢簡易水道    昭和５２年５月３１日 
御堂垣外簡易水道   平成元年３月２８日 
片倉簡易水道    昭和５４年５月１６日 
荊口飲料水供給施設  昭和５３年５月１日 
新田簡易給水施設   昭和５３年９月１日 
峠簡易給水施設    昭和６０年８月１日 

昭和３７年１１月１日 

給水開始年月日 横山地区 昭和５４年１１月１５日 
新山地区   平成元年７月１０日 

第一簡易水道     昭和５１年４月１日 
第二簡易水道     昭和５１年４月１日 
黒沢簡易水道     昭和５３年４月１日 
御堂垣外簡易水道    平成２年４月１日 
片倉簡易水道     昭和５５年４月１日 
荊口飲料水供給施設  昭和５４年４月１日 
新田簡易給水施設   昭和５４年４月１日 
峠簡易給水施設    昭和６１年８月１日 

昭和３８年２月１日 

計画給水人口（人） ９３７人 ２，２９３人 ２，２００人 
計画施設能力（ｍ３/日） ２３１ｍ３ １、０７６ｍ３ １，０５４ｍ３ 
計画年間給水量（ｍ３） ８４，５４６ｍ３ ３０３、２８６ｍ３ ２５４，７７０ｍ３ 

計画一日最大給水量（ｍ３） ２３１ｍ３ ９６０ｍ３ １，０９６ｍ３ 
     



協 議 第 4 5 号 関 係 資 料（２４－１２－②） 

 
○簡易水道の概要 

（平成 15 年度現在） 
市町村名 

 
項目 

 
伊那市 

 

 
高遠町 

 
長谷村 

給水区域内人口（人） ７８７人 ２，２９３人 ２，２１７人 
給 水 人 口（人） ７８７人 ２，２９３人 ２，２１７人 
給 水 件 数（件） ２４２件 ８９０件 ８４６件 
普 及 率（％） １００％ １００％ １００％ 

施 設 能 力（ｍ３/日） ２３１ｍ３ １，０７６ｍ３ １，０５４ｍ３ 
年 間 給 水 量（ｍ３） ５０，２９９ｍ３ １８１，８７４ｍ３ ２５０，５２９ｍ３ 
一日最大給水量（ｍ３） １９７ｍ３ ５８５ｍ３ １，０９６ｍ３ 
一日平均給水量（ｍ３） １３７ｍ３ ４９８ｍ３ ７５０ｍ３ 
有 収 率（％） ７４．９％ ５９．１％ ７４．２％ 

供 給 単 価（円/ｍ３） ２００．８０円 ２４１．７８円 １７１．６２円 
給 水 原 価（円/ｍ３） ５７２．４６円 ２９２．１７円 ２８６．３３円 
職 員 数（人） ０．５人 １人 ２人 

 
 
 

主 要 施 設 

配水池          ７ 
浄水場          ３ 
取水施設 
導水施設 
送水施設 
ポンプ施設        ２ 
水源           ８ 

配水池        １４ 
浄水場         ２ 
取水施設        ２ 
導水施設        ２ 
送水施設 
ポンプ施設 
水源         １１ 

配水池         １３ 
浄水場          ８ 
取水施設 
導水施設 
送水施設 
ポンプ施設 
水源           ８ 

諮問機関等 水道事業に準じる 高遠町水道事業運営審議会 長谷村簡易水道運営審議会 
浄水場等の管理 直営 直営 直営 

 



協 議 第 4 5 号 関 係 資 料（協議項目２４－１２－②） 

 
○簡易水道特別会計の状況 
 

区 分 伊那市 高遠町 長谷村 

会計名 

 

伊那市簡易水道事業 

 

 

高遠町営簡易水道事業 

 

長谷村簡易水道事業 

内容 

横山地区と新山地区があり、一本化して

会計事務を行っている。 

 

＊一般管理（検針料金収納事務関連）・維

持管理費（施設の維持管理）・公債費（起

債の償還金）等の会計事務を行っている。

簡易水道の会計事務を行って

いる 

 

＊一般管理（検針料金収納事務関

連）・維持管理費（施設の維持管

理）・公債費（起債の償還金） 

長谷村区域で一本化し会計事務を

行っている。 

＊一般管理（検針料金収納事務関

連）・維持管理費（施設の維持管理）・

公債費（起債の償還金）等の会計事務

を行っている。 

＊国庫補助事業により統合工事を行

っている。 

平成１５年度 

決算額 

 

 

  ２８，７９４千円 

 

 

   ６３，８１１千円 

 

 

   １８０，１１７千円 

 



協 議 第 4 5 号 関 係 資 料（協議項目２４－１２－②） 

 
○簡易水道使用料金等徴収及び検針 

 
 

伊那市 

 

高遠町 

 

長谷村 

検針 ・委託検針員２名で実施 

・検針委託料 地区により、７７円・９２円

で冬期割り増し（１２月～３月）１０円 

・Ａ・Ｂ２地区に分けＢ地区を検針、隔月検

針、隔月徴収 

・ハンディーターミナル検針実施（料金表示

をし口座振替の納入通知書の廃止） 

・データをＭＯで情報センターへ持ち込み料

金計算及び納入通知書、口座振替通知書等

の作成 

・委託検針員２０名で実施 

・検針委託料 検針１件１２０円、通知書配

布１件２５円 

・全地区毎月検針、毎月徴収 

 

・検針時に台帳及び検針票に記入し後日納入

通知書を配布 

・データを台帳で情報センターへ持ち込み料

金計算及び納入通知書、口座振替通知書等

の作成 

 

・委託検針員１１名で実施 

・検針委託料 地上式１戸１回１２０円、 

       地下式１戸１回１８０円 

・検針月（３，５，７，９，１１月）翌月

徴収 

・検針票を情報センターへ持ち込み料金計

算及び納入通知書、口座振替通知書等の

作成 

料金徴収 ・ 口座振替が主で市内に本支店のある金

融機関と一部郵便局、 

振替手数料  金融機関８円／件、 

郵便局１０円／件または３０円／件 

 

・現金納付についてはコンビニ収納実施、基

本料金３，０００円／月＋５７円／件の手

数料 

・ 口座振替が８割で八十二銀行、伊那信

金、上伊那農協と契約、 

振替手数料 金融機関８円／件 

 

 

・現金納付については会計室、金融機関の窓

口 

・ 口座振替が主で村内農協と八十二銀

行、郵便局 

振替手数料 

金融機関８円／件、郵便局１０円／件 

 

・現金納付箇所についても上記箇所と同じ 

 


